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。
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取
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注
し
て
い
る
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　11 月５日に毎戸配布となりました『東
吾妻町議会だより　みんなの議会』第 51
号につきましては、７ページの「議案な
どの審議結果」と 11 ページ「一般質問」
につきまして記載に誤りがございました。
訂正してお詫びいたします。

東吾妻町議会議長　浦野政衛

11 ページ（下記赤字　正：町外　誤：町内）

7ページ（当日、山田議員は欠席のため採決に加わっておりません）

第 51号の訂正


